
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギー導入検討報告制度 
 

報告書作成マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月 

 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 

脱炭素マネジメント課 



 

目次 

１ 再生可能エネルギー導入検討報告制度について ............................................................. - 1 - 

２ 記入例 ............................................................................................................................... - 4 - 

３ 電子申請の流れ ................................................................................................................ - 5 - 

＜参考資料＞横浜市生活環境の保全等に関する条例・施行規則対照表（抜粋） ............... - 17 - 

 



 

- 1 - 
 

１ 再生可能エネルギー導入検討報告制度について 
 

（１）制度の概要 

 

横浜市では、太陽光発電・太陽熱利用等の環境への負荷が少ない再生可能エネルギー

の普及を促進するため、一定規模以上の建築物を建築しようとする建築主に対し、計画

時に再生可能エネルギーの導入を検討し、導入の可否に関わらず、検討した結果を横浜

市に報告することを義務付けています。 

 

【報告対象】 

   床面積の合計が 2,000㎡以上※となる建築物の新築、増築又は改築 

   ※増築又は改築の場合は、当該増築又は改築に係る部分の床面積 

   ※仮設の建築物であって政令で定めるものを除く 

 

【再生可能エネルギー】 

検討報告の対象となる再生可能エネルギーの種類は次の通りです。 
 

種 類 例 

太陽光発電 太陽光発電システム 等 

太陽熱利用 ソーラーシステム、太陽熱温水器 等 

その他の再生可能 

エネルギー 

風力発電、小型水力発電、地熱発電、バイオマス発電 等 

温度差熱利用（地下水、河川水、海水等） 

地中熱利用 

 

【根拠法令等】 

・横浜市生活環境の保全等に関する条例 

・横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則 

・横浜市生活環境の保全等に関する条例施行細則 
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（２）導入検討及び報告手続きの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 横浜市再エネ説明制度 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/kankyo-
shoene/setsumei/setsumei.html 

 
※2 再生可能エネルギーの導入の可否に関わらず、報告書は必ず提出してください。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/kankyo-shoene/setsumei/setsumei.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/kankyo-shoene/setsumei/setsumei.html
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（３）報告手続き 

「再生可能エネルギー利用設備導入検討報告書」は、建築確認申請の予定日の 21 日

前までに電子申請・届出サービスにて提出してください。 

 
① 提出に必要な書類等 

 
報告書及び添付書類 備考 

再生可能エネルギー利用設備導入検討報告書 
（床面積の合計が 2,000 ㎡以上の建築物の新築、増築又は改築が報告の対象で

す） 
細則第 38 号様式の 5 

 

②  提出方法 

 
横浜市電子申請・届出サービスから提出してください。 
（https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home） 
キーワード検索：「再生可能エネルギー」  
  
 
 
詳細な流れは「６ 電子申請の流れ」（13 ページ）を参照してください。 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※入力画面イメージ 

検 索 横浜市電子申請 
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２ 記入例 
 
 
 
 

  

導入を見送る場合は理由

を記入してください。 

理由がその他の場合は内

容を記載してください 

報告内容について回答可能

な連絡先を記入してくださ

い 

導入を予定する場合は、設

置予定の設備の定格出力等

を記載してください 

増築の場合は既設部分の面

積を記入してください 

横浜市再エネ説明制度に基

づく建築士からの再エネ設

備の導入効果の説明の有無

を選択してください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/kankyo-shoene/setsumei/setsumei.html
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３ 電子申請の流れ 
  
① 横浜市電子申請・届出システムへの登録 

ホームページ：https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home 
はじめてご利用になる場合、申請者情報を登録してください。ご登録いただいた方宛に修正

依頼や審査結果をお送りしますので、対応可能な方のご登録をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

② 利用者情報を登録する詳細画面は「横浜市電子申請・届出システム」ホームページの「ヘル

プ」をクリックし、「3.3.利用者情報を登録する」をご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 

個人または団体・法人の

どちらでも登録できます 

申請者情報を登録する場合は

「新規登録」をクリック 

ヘルプ内に登録方法の 

詳細が記載されています 

利用者の新規登録画面に移動します 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
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③ 電子申請＜手続の検索＞ 
トップページ「申請できる手続き一覧」でキーワードを入力し、検索をクリック 
検索ワード：「再生可能」＋スペース＋「導入」  
表示された手続きをクリック 
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届出の説明が表示されますので 

「次へ進む」を押下します 
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④ 報告内容の入力 
必要事項を入力し、「次へ」ボタンを押してください。 
・入力画面サンプル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各項目を入力してください 
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増築等の場合は既存部分の面積を記入してください 

当該報告書は「棟ごと」の申請となるため、１つだけ選択してください 
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複数用途の場合は全て選択してください 

該当する用途がない場合は、一番近い用途を選択してください 

【事務所等】 事務所、図書館、郵便局、税務署、警察署、保健所、消防署 

【学校等】 小・中、高等学校、大学、専門学校、幼稚園、保育所、自動車教習所 

【飲食店等】飲食店、食堂、喫茶店、料理店、カフェ、ナイトクラブ、バー等 

【集会所等】集会所、神社、寺院、教会、公衆浴場、ボーリング場、体育館、劇場、

映画館、ダンスホール、マージャン屋、パチンコ屋等 

【病院等】病院、診療所、助産所、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム 

【ホテル等】ホテル、旅館、巡査派出所 

【集合住宅】マンション、アパート等 

【工場等】 工場、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場等 

入力内容を確認し、「次へ進む」

を押下してください 

用途を複数選択した場合には、 

「複数用途あり」を選択して、 

主な用途を１つ選択してください。 

 

単一用途の場合には、主な用途の選

択は表示されませんので、次へ進ん

でください。 
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「導入を予定する」場合 

「導入を予定する」場合は設置を予定

する設備を選択し、選択した設備の定

格出力等を記載してください 

「導入を見送る」場合は理由

を選択してください 

（複数項目の選択可） 

理由が「その他」の場合は内

容を記載してください 

「導入を見送る」場合 

太陽光発電設備・太陽熱利用設備の

導入予定を選択してください 

横浜市再エネ説明制度（令和 7年 4月施行）に基づく建

築士からの再エネ設備の導入効果の説明の有無を選択し

てください。 

【参考】横浜市再エネ説明制度 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/kankyo-shoene/setsumei/setsumei.html
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その他の再生可能エネルギーを導入する場合は 

該当する設備を選択してください 

入力後「次へ進む」を押下す

ると「申請内容の確認」画面

に移動します 

報告内容について、横浜市からの問い合わせに回答可能な 

担当者の連絡先を記入してください 
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⑤ 報告内容の確認・申請 
報告内容の確認をし、間違いがなければ「申請する」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

申請した内容一覧が表示されますので、入力内容の確認を行ってください 

入力内容に間違いがなければ 

「申請する」を押下してください 

「申請する」を押下すると「申請完了」 

画面に移動し、「申請番号」が表示されます 

必要に応じて記録してください 

「サンプル」 

「ホームに戻る」を押下し、申請作業は完了となります 



 

- 14 - 
 

⑥ 申請状況の確認及び副本のダウンロード 
横浜市電子申請・届出システムにログインし、「マイページ」から審査の状況が確認できま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「申請履歴・委任状の確認」から

申請状況を確認できます 
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「申請履歴一覧」に状況が表示されます。 
 
※審査者から補正を依頼したり、審査が完了した等の審査が進んだ場合は、その都度、登録

メールアドレスに通知があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請直後の表示 

担当が確認を始めたときの表示 

修正が必要で、 

再申請しなければならない時の表示 
 

手続きがすべて完了したときの表示 
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審査が完了しましたら、必要に応じて「受理書」：受理書発行有無で１通を選択時のみ 
「副本」をダウンロードしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑦ 取り下げ 
申請を取下げたい（申請をやめたい）場合、申請履歴一覧から取下げたい申請を選択し、確

認画面が表示されます。 
下までスクロールすると「この申請を取下げる」ボタンがありますので、押下して取下げを

行ってください。 

「申請履歴一覧」から手続きが完了した申込項目を押下すると、 

「申請内容照会」が表示されます 

 

「申請内容の PDFをダウンロードする」を押下し、 

申請書（副本）をダウンロードします 

※ダウンロード期間が決まっているので、速やかに操作願います 

「再生可能エネルギー利用設備導入検討報告書の受理通知」を 

押下し、受理通知をダウンロードします 

※ダウンロードが可能な期間内に、操作願います 
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＜参考資料＞横浜市生活環境の保全等に関する条例・施行規則対照表（抜粋） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

条例 施行規則 

第３節 再生可能エネルギーの導入 

（再生可能エネルギーの導入の検討及び報告） 

第 146 条の２ 規則で定める建築物の建築を

しようとする者は、再生可能エネルギー（太

陽光、太陽熱その他規則で定めるエネルギー

をいう。以下同じ。）の導入を検討し、規則

で定めるところにより、その検討の結果を市

長に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 再生可能エネルギーの導入 

（再生可能エネルギーの導入の検討及び報告） 

第 90 条の２ 条例第 146 条の２に規定する規

則で定める建築物は、床面積（増築又は改築

の場合にあっては、当該増築又は改築に係る

部分の床面積）の合計が 2,000平方メートル

以上である建築物（建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第 18 条第３号に規

定する建築物を除く。）とする。 

２ 条例第 146 条の２に規定する規則で定め

るエネルギーは、風力、水力、地熱、バイオ

マス（動植物に由来する有機物であってエネ

ルギー源として利用することができるもの

（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭

並びにこれらから製造される製品（以下「化

石燃料等」という。）を除く。）をいう。）を

熱源とする熱その他化石燃料等を熱源とす

る熱以外のエネルギー（原子力を除く。）と

する。 

３ 条例第 146条の２の規定による報告は、当

該建築物について建築基準法第６条第１項

若しくは第６条の２第１項に規定する確認

の申請又は同法第 18 条第２項若しくは第 4

項に規定する計画の通知をする予定の日の

21日前までに行うものとする。 

 

【お問い合わせ】 

横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 脱炭素マネジメント課 

電話 045-671-2681 

平日（午前）9:00～12:00 （午後）13:00～17:15 
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